
政
令
第
三
百
七
十
一
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法

第
百
一
条
、
船
員
保
険
法

第

（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

三
十
二
条
第
一
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

第
六
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

号
）

を
制
定
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
で
あ
る
と
保
険
者
が
認
め
る
と
き
は
、
三
十
五
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す

る
保
険
契
約
に
関
し
被
保
険
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
保



険
者
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い
て
、
特
定
出
産
事
故

（
出
産
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る
事
故
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

由
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
厚
生
労
働

ひ

省
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備

え
る
た
め
の
保
険
契
約
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。



た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
で
あ
る
と
社
会
保
険
庁
長
官
が
認
め
る
と
き
は
、
三
十
五
万
円
に
、
第
一
号

に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し

て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
社
会
保
険
庁
長
官
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い
て
、
特
定
出
産
事
故

（
出
産
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る
事
故
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

由
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
厚
生
労
働

ひ

省
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備

え
る
た
め
の
保
険
契
約
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と
。



（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
七
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
三
十
五
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る

保
険
契
約
に
関
し
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
財
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一

当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い
て
、
特
定
出
産
事
故

（
出
産
（
財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る
事
故
（
財
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り

発
生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
財
務
省
令
で
定
め
る

ひ

程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
生
し

た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保

険
契
約
で
あ
つ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。



二

出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ

て
い
る
こ
と
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
四
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
三
十
五
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る

保
険
契
約
に
関
し
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一

当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い
て
、
特
定
出
産
事
故

（
出
産
（
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
出
産
に
限
る
。
）
に
係
る
事
故
（
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り

発
生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
出
生
し
た
者
が
当
該
事
故
に
よ
り
脳
性
麻
痺
に
か
か
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る

ひ



程
度
の
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
生
し

た
者
の
養
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保

険
契
約
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

出
産
に
係
る
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
当
該
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
を
講
じ

て
い
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

前
に
出
産
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
日
雇
特
例
被
保
険
者

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
又
は
家
族
出
産

育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
分
べ
ん
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定

に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
又
は
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

施
行
日
前
に
出
産
し
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
国

第
四
条

家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

施
行
日
前
に
出
産
し
た
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
地

第
五
条

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。



理

由

一
定
の
出
産
に
係
る
事
故
に
つ
い
て
補
償
金
の
支
払
に
備
え
る
た
め
の
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
出
産
費
用
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
出
産
育
児
一
時
金
等
の
金
額
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


